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第２期寝屋川市子ども・子育て支援事業計画の作成について  

 

１  計画作成の目的  

子ども・子育て支援法第 61条の規定に基づき、本市の教育・保育及

び地域子ども・子育て支援事業（延長保育事業等）の量の見込み及び

確保方策（提供量）等を定めた「子ども・子育て支援事業計画」の作成

が義務化されています。  

現計画の計画期間は令和元年度で終了することから、令和２年度か

ら５年間の次期計画（第２期計画）を今年度に作成します。  

計画の作成に当たっては、国の手引き等を基に、平成 30年度実施の

市民ニーズ調査結果により算出された量の見込みを子ども・子育て会

議での御審議、及び、パブリック・コメントの実施により計画を作成

します。  

 

２  スケジュール（案）  

※  現時点での案であり、変更する場合があります。  

７月 30日  第１回子ども・子育て会議  

量の見込み及び確保方策の考え方  等  

10 月 開 催 予

定  

第２回子ども・子育て会議  

・量の見込みと確保方策  

・計画素案の検討  等  

11 月 開 催 予

定  

第３回子ども・子育て会議  

計画素案修正点の確認、パブリック・コメントに

ついて  等  

12月～１月  パブリック・コメントの実施  

３ 月 開 催 予

定  

第４回子ども・子育て会議  

・パブリック・コメント実施結果の報告  

・計画書作成の報告  等  

令和２年度  第２期計画スタート  

 

 

資料５  
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３  【参考】寝屋川市子ども・子育て支援事業計画（章立て）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 第６章　計画の推進

３　教育・保育の量の見込みと確保方
策

４　地域子ども・子育て支援事業の量
の見込みと確保方策

１　市民及び関係機関等との連携

２　計画の進行管理

第１章　計画の策定にあたって

第２章　子どもと子育て家庭を取り巻く
状況

第３章　計画の基本的な考え方

第４章　施策の展開

１　教育・保育提供区域の設定

第５章　教育・保育及び地域子ども・子
育て支援事業の量の見込みと確保方策

２　量の見込み算出の考え方

２　基本方針における具体的施策

基本方針１　妊娠期からの子育てを支
える

基本方針２　ひとりひとりの子どもの
健やかな育ちを支える

基本方針３　地域で子育てを支える

基本方針４　支援が必要な家庭を支え
る

３　子ども・子育て支援事業計画に係
るニーズ調査の結果

４　「第１期計画」の進捗状況及び今
後の課題

１　基本理念

２　基本的な視点

３　基本方針

１　施策体系

１　計画策定の趣旨

２　計画の位置付け

３　計画期間

４　計画策定体制と経過

１　社会的な状況

２　教育・保育の状況
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４  【参考】寝屋川市子ども・子育て支援事業計画（施策体系）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 【具体的施策の方向】【基本理念】

４　支援が必要な家庭を支
える

２　ひとり親家庭の自立支援の推進

子
ど
も
の
笑
顔
を
育
む
ま
ち
　
ね
や
が
わ

２　ひとりひとりの子ども
の健やかな育ちを支える

３　地域で子育てを支える

１　子どもの育ちの場の充実

２　就学後の子どもの健全育成

３　障害児支援の充実

１　子育て支援の場の充実とネット
ワークづくり

１　児童虐待の防止

１　安心して子どもを産むことができ
る環境づくり

１　妊娠期からの子育てを
支える

２　ワーク・ライフ・バランスの推進

２　保護者に寄り添う支援の実施

３　地域全体で取り組む子育て支援


